
Information

　
　

児
童
手
当
（
10
月
〜
11
月
分
）

の
12
月
定
期
支
給
日
は
、
12
月
10

日
（
水
）で
す
。
個
別
に
支
払
通
知

は
し
ま
せ
ん
の
で
、通
帳
で
入
金
の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

住
宅
政
策
課
で
は
、
当
課
の
管

理
す
る
公
園
を
対
象
に
、年
１
回
遊

具
の
安
全
点
検
を
実
施
し
て
い
ま

す（
危
険
箇
所
が
発
見
さ
れ
た
場

合
に
は
順
次
対
応
し
て
い
ま
す
）。

　
　

子
ど
も
た
ち
の
安
全
を
守
り
、

よ
り
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ
く
た

め
に
、
遊
具
等
の
不
具
合
や
危
険

箇
所
な
ど
、
お
気
付
き
の
点
が
あ

れ
ば
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
住
宅
政
策
課

▼
高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
の
方
へ
…
医
療
費
通
知
の

送
付
が
年
1
回
に
な
り
ま
す
。

　
　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
送
付
し
て
い
る
医
療
費

通
知
は
、令
和
６
年
度
ま
で
は
１
年

度
内
に
複
数
回
送
付
し
て
い
ま
し

た
が
、令
和
７
年
度
か
ら
１
年
度
に

つ
き
１
回
の
送
付
に
な
り
ま
す
。

▼
次
回
送
付（
令
和
７
年
度
分
）

■
対
象　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者

■
送
付
時
期

　　

令
和
８
年
２
月
上
旬
予
定

■
記
載
さ
れ
る
診
療
月

　　

令
和
６
年
12
月
〜

　　　　　　　　

令
和
７
年
11
月
診
療
分

■
問
い
合
わ
せ

　
　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
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高
知
県
で
は
、
中
山
間
地
域
を

活
性
化
す
る
た
め
に
、
空
き
家
と

事
業
者
を
つ
な
ぐ
取
り
組
み
を
始

め
ま
し
た
。

　　

中
山
間
地
域
で
空
き
家
を
お
持

ち
の
方
や
、空
き
家
を
使
っ
て
ビ
ジ

ネ
ス
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
る

方
は
、
高
知
県
空
き
家
相
談
窓
口

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
募
集
を
行
う
空
き
家
物

件
は
中
山
間
地
域
が
対
象
で
す
。

■
地
域
振
興
立
法
５
法

の
対
象
地
域
（
高
知
県

の
中
山
間
地
域
）

※
提
供
い
た
だ
い
た
空
き
家
情
報
は
、利
用

登
録
を
行
っ
た
事
業
者
に
の
み
提
供
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
県
空
き
家
相
談
窓
口
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■
メ
ー
ル

　
　

akiy
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e
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※
受
付
時
間
は
10
時
〜
17
時
、
土
・
日
曜

日
、祝
日
、年
末
年
始
を
除
く

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｑ
Ｒ

　
　

林
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、事

業
主
の
方
々
が
従
事
者
の
働
い
た

日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済

証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼
り
、そ
の

従
事
者
が
林
業
界
を
や
め
た
と
き

に
林
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う

と
い
う
、
林
業
界
全
体
の
退
職
金

制
度
で
す
。

■
制
度
の
特
徴

　　

掛
金
は
、税
法
上
に
つ
い
て
法
人

で
は
損
金
、
個
人
企
業
で
は
必
要

経
費
と
な
り
ま
す
。
掛
金
の
一
部

を
国
が
免
除
し
、
雇
用
事
業
主
が

変
わ
っ
て
も
、退
職
金
は
企
業
間
を

通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

■
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　　

共
済
証
紙
は
労
働
日
数
に
応
じ

て
適
正
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。共

済
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
従
事
者

が
林
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、忘

れ
ず
に
退
職
金
を
請
求
す
る
よ
う

指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

■
労
働
者
の
皆
さ
ん
へ

　　

事
業
所
を
変
わ
る
と
き
は
共
済

手
帳
を
忘
れ
ず
に
受
け
取
り
ま

し
ょ
う
。ま
た
、林
業
界
を
引
退
す

る
と
き
は
忘
れ
ず
に
退
職
金
を
請

求
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ　

独
立
行
政
法
人

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

林
業

退
職
金
共
済
事
業
本
部
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こ
ん
な
近
く
に
多
肉
植
物
店
が
あ
る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
度
立
ち
よ
り
た
い
で
す
。
〝
こ
の
ま
ち
で
〞
毎
回
読
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

「
防
災
の
ス
ス
メ
」
の
コ
ー
ナ
ー
は
特
に
毎
月
気
に
か
け
て
読
み
、
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
今
後
も
よ
り
身
近
で
、
取
り
入
れ
や
す
い
情
報
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　　

固
定
資
産
税
の
課
税
の
基
準
と

な
る
日
は
毎
年
１
月
１
日
で
す
。

　
　

今
年
中
に
家
屋
を
新
築
・
増
築

し
た
り
、
既
存
の
家
屋
を
取
り
壊

し
た
場
合
は
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
税
務
収
納
課
資
産

税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
宅
地
に
つ
い
て
次
の
区
分
が
あ

り
ま
す

【
住
宅
用
地
】
住
宅
用
地
に
は
、
税

負
担
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
て
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
小
規
模
住
宅
用
地
…
200
㎡
以
下

の
住
宅
用
地（
200
㎡
を
超
え
る
場
合

は
住
宅
１
戸
当
た
り
200
㎡
ま
で
）を

小
規
模
住
宅
と
い
い
、課
税
標
準
額

が
価
格
の
６
分
の
１
に
な
り
ま
す
。

▼
一
般
住
宅
用
地
…
小
規
模
住
宅

用
地
以
外
の
住
宅
用
地
を
一
般
住

宅
用
地
と
い
い
、課
税
標
準
額
が
価

格
の
３
分
の
１
に
な
り
ま
す
。た
だ

し
、家
屋
の
床
面
積
の
10
倍
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、併
用
住
宅
の

場
合
は
一
定
の
率
を
乗
じ
た
面
積

だ
け
が
特
例
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
非
住
宅
用
地
】非
住
宅
用
地
に
は

特
例
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。
倉
庫

な
ど
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
家
屋

の
評
価
が
な
く
な
り
、税
額
は
下
が

り
ま
す
。し
か
し
、住
宅
を
取
り
壊

し
た
場
合
、家
屋
の
税
額
は
下
が
り

ま
す
が
、
宅
地
は
非
住
宅
用
地
と

な
っ
て
住
宅
用
地
の
特
例
措
置
が

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
、
課

税
標
準
額
が
上
が
る
こ
と
に
な
り
、

税
額
が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
新
築
住
宅
に
は
減
額
措
置
が
あ

り
ま
す

▼
減
額
措
置
と
は
…
居
宅
や
併
用

住
宅
を
新
築
し
た
と
き
は
、
新
築

後
一
定
期
間
、
次
の
要
件
で
固
定

資
産
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
　

対
象
は
居
住
部
分
と
な
っ
て
お

り
、
併
用
住
宅
で
は
居
住
部
分
の

割
合
が
２
分
の
１
以
上
の
も
の
に

限
ら
れ
ま
す
。ま
た
、床
面
積
が
50

㎡
（
一
戸
建
て
以
外
の
貸
家
住
宅

は
40
㎡
）
以
上
、280
㎡
以
下
と
な
っ

て
い
ま
す
。
対
象
面
積
は
居
住
部

分
の
120
㎡
と
な
り
、120
㎡
ま
で
の
住

宅
は
全
面
積
を
、
120
㎡
を
超
え
る

住
宅
は
120
㎡
分
を
減
額
し
ま
す
。

　
　

減
額
さ
れ
る
額
は
税
額
の
２
分

の
１
、減
額
さ
れ
る
期
間
は
一
般
の

住
宅
は
新
築
後
３
年
間
、
長
期
優

良
住
宅
は
新
築
後
５
年
間
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
税
務
収
納
課

　
　

令
和
７
年
中
に
納
付
さ
れ
た
国

保
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
の
納
付
確
認
書

を
、
市
役
所
税
務
収
納
課
、
市
民

保
険
課
、
高
齢
者
介
護
課
お
よ
び

各
支
所
で
発
行
し
ま
す
。
年
末
調

整
や
確
定
申
告
で
必
要
な
方
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
　

申
請
の
際
、
本
人
確
認
の
で
き

る
も
の（
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
別
世
帯
の
方
が
申
請
す
る

場
合
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
来
庁
が
困
難
な
方
に
は
郵
送
も
で
き
ま

す
の
で
、各
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

市
役
所
税
務
収

納
課
、市
役
所
市
民
保
険
課
、市
役

所
高
齢
者
介
護
課

固
定
資
産
税
の
届
け
出

T
税

T  a  x

税

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　

後
期
高
齢
者

医
療
費
通
知

　
　

の
送
付
が
年
１
回
に

E
環 境

Environment

環 境

　
　

公
園
遊
具
の
異
変
に

　
　

気
付
い
た
ら
ご
連
絡
を

令 和 ７ 年 度 ★ 趣 味・教 養 教 室

◆日時／令和８年１月１３日（火），１月２７日（火），２月１０

日（火），２月１７日（火），３月３日（火）１８：３０～２０：００

◆場所／夜須公民館 大研修室

◆対象／初心者 ※原則、全５回参加できる方

◆講師／恒光 博篤（夜須公民館職員）

◆参加費／５００円（全５回分）◆定員／１０人（中学生以上）

◆持ち物／アコースティックギター

◆申し込み締め切り／１２月２３日（火）１７：００

※申込者多数の場合は抽選。市外の方は空き

があれば１２月１５日（月）から受け付け

◆申し込み・問い合わせ／夜須公民館 ☎５４-２１２１

◆日時／令和８年１月１９日（月），１月２６日（月），２月２

日（月），２月９日（月），２月１６日（月）１８：３０～２０：００

◆場所／香我美市民館 学習室

◆対象／どなたでも ※原則、全５回参加できる方

◆講師／山下 裕矢（夜須公民館長）

◆参加費／５００円（全５回分）　　　　　◆定員／１０人

◆持ち物／ウクレレ（１か月１，０００円でレンタルも可）

◆申し込み締め切り／１２月２３日（火）１７：００

※申込者多数の場合は抽選。市外の方は

　　空きがあれば１２月１５日（月）から受け付け

◆申し込み・問い合わせ／香我美市民館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎５５-２１４３

簡単なコード２

つで弾ける曲から

始めて、弾き方や考え方の初歩的

なコツを身に付け、自分の好きな

歌を弾けるようになりましょう。

つ
ウウクレレ弾き語り教室

年齢問わず誰もが楽しめる

アコースティックギター。仲間と

のコミュニケーションの場となり、

豊かな感性や創作意欲も育みます。

ギターを始めて間もない方、以前弾いていたけど挫

折した方など、ギターの第一歩を学んでみませんか。

アコースティックギター教
室

申し込みフォーム▼

申し込みフォーム▼

広告

C
子ども

c h i l d

子ども

児
童
手
当
支
給
日

　
　

社
会
保
険
料
の

　
　

納
付
確
認
書
発
行
に
つ
い
て

固 定 資 産 税

国 民 健 康 保 険 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

第３期

第６期

第６期

第６期

の納期限は１２月２５日（木）です。
期限内の納付をお願いします。

O
その他その他

o t h e r s

　
　
　

高
知
県
空
き
家

　
　
　

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

林
業
退
職
金
共
済
制
度
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